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基準を具体化するか否かを検討する項目案 

  

ハムスター・ウサギについて、下記項目について基準を具体化するか否か、ご意見頂きたい。 

 

【ハムスター及びウサギについて】            ※番号➀～㉙は参考資料 3 に記載した論点番号 

ハムスター ウサギ 

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 

➀ ケージ等の床面積や高さ等について具体化するか 

② 運動スペースの床面積等について具体化するか 

③ ケージ等の素材や床材について具体化するか 

④ 飼養施設に備える自然な行動を発現させるための設備等について具体化するか 

⑤ 清掃について具体化するか 

二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 

⑥ 員数規定は具体化しないで良いか 

三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 

⑦ 夜行性に関する飼育環境を具体化しないで良いか 

※ただし⑧⑨等は別途検討 

該当なし 

⑧ 温度や湿度の範囲を具体化するか 

⑨ 昼夜に関する光環境の管理を具体化するか 

四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 

⑩ 疾病・健康管理として、健康診断や診察を具体化するか 

 ⑪ ワクチン接種は具体化しないで良いか 

五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 

⑫ 展示の時間帯を具体化するか 

⑬ 展示を行わない時間を設ける頻度を具体化するか 

⑭ 輸送時の逸走防止措置等や輸送後の目視観察を具体化するか 

⑮ 輸送時の給餌・給水を具体化するか 

六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁

殖の方法に関する事項 

⑯ 生涯出産回数や繁殖年齢上限を具体化しないで良いか、非意図的な繁殖防止等の繁殖関連を具体化する

か 

七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 

⑰ 飼養・保管時に健康及び安全が損なわれるおそれのある状態を具体化するか 

⑱ 複数・単独飼養を具体化するか 

⑲ 捕食・被捕食動物の近接展示制限を具体化するか 

⑳ 社会化は具体化しないで良いか ㉑ 社会化を具体化するか 

㉒ 餌の種類について具体化するか 

㉓ 給水の時間を具体化するか 

㉔ 運動スペースに置く時間を具体化するか 

㉕ 人との触れ合いの必要性を具体化しないで良いか 
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 該当なし ㉖ 夜間営業時の必要措置について具体化するか 

㉗ 訓練方法を具体化するか 

㉘ 接触・譲り渡しの時間帯を具体化するか 

㉙ 顧客等との接触に際しての人員配置を具体化するか 

また、ハムスター・ウサギ以外のグループについては、哺乳類に広く適用される事項（一部例外あり）と、各

グループの特徴を踏まえた事項の両方を想定して作成途中だが、その一部を下記に例示した。 

まだ一部であるが、下記項目について基準を具体化するか否か、ご意見頂きたい。 

 

なお下記に記載していない基準項目案については、各グループの生理・生態等を踏まえて、今後検討を進めて

いく。 

 

【哺乳類に広く適用される事項（一部例外あり）について】  

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 

⑤ 清掃について具体化するか 

三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 

⑧ 温度や湿度の範囲を具体化するか 

⑨ 昼夜に関する光環境の管理を具体化するか 

四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 

⑩ 疾病・健康管理として、健康診断や診察を具体化するか 

五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 

⑫ 展示の時間帯を具体化するか 

⑬ 展示を行わない時間を設ける頻度を具体化するか 

⑮ 輸送時の給餌・給水を具体化するか 

六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁

殖の方法に関する事項 

⑯ 生涯出産回数や繁殖年齢上限を具体化しないで良いか、非意図的な繁殖防止等の繁殖関連を具体化する

か 

七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 

⑰ 飼養・保管時に健康及び安全が損なわれるおそれのある状態を具体化するか 

⑱ 複数・単独飼養を具体化するか 

⑲ 捕食・被捕食動物の近接展示制限を具体化するか 

㉓ 給水の時間を具体化するか 

㉗ 訓練方法を具体化するか 

㉙ 顧客等との接触に際しての人員配置を具体化するか 
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【げっ歯類（ハムスター以外）について】 

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 

③ ケージ等の素材や床材について具体化するか（※その他小型哺乳類にも共通） 

二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 

⑥ 員数規定は具体化しないで良いか 

 

【親水性のある哺乳類（げっ歯類、その他小型哺乳類、主に触れ合い施設で取り扱われる中大型哺乳類、 

その他中大型哺乳類）に広く適用される事項について】 

一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 

④ 飼養施設に備える自然な行動を発現させるための設備等について具体化するか（水場） 

 

※番号➀～㉙は参考資料 3 に記載した論点番号 

 

以上 


